
介護保険課からのお知らせ
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原則個人番号の記載
ただし、個人番号を記載できない場合は、その
理由を連絡事項に記載してください。
例）入院中のため確認できる書類がなかった。

個人番号の記入を拒否された。等

２号の被保険者の取扱い
マイナ保険証がない場合は、資格者確認
書や有効期限内の現行の健康保険証の提
示を求めます。
※現行の健康保険証は令和7年12月1日
まで

区分変更の場合は、「変更申請の理由」を必ず記入すること。

認定申請の際の変更点と注意点

署名モレがないか再度確認。

申請区分・申請日の記入モレ
原則、申請日の当日しか受付できません（土日祝日等で市役所が閉庁日を除く）。

主治医意見書の提出が遅れると、認定結果が遅延することがあります。受診および問診
票の提出を促してください。
また、介護保険の申請をしたこと、市から意見書が送られてくることを伝えてください。

新規や更新の場合は、身体状況やサービスの利用有無、どんなサービスを希望している
のかを記入してください。

2号の方は、医師から診断された特定疾病名を必ず記入してください。
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 要介護・要支援認定の新規申請・区分変更申請など、認定申請後に要介護度
（要支援度）が確定するまでの間は、暫定プランを作成することで当該プラ
ンに基づいてサービスを利用することができます。

 介護保険法施行規則（平成１１年３月３１日厚労省令第３６号）第６４条第
１項において、指定居宅サービスを受ける場合であって、指定居宅介護支援
等を受けることにつきあらかじめ市町村に居宅サービス計画作成依頼届出書
（以下「居宅サービス計画書」という。）を届け出た場合は、現物給付の扱
いとなります。届出と暫定プランを作成していない被保険者については、
サービスに係る費用を一旦、全額自己負担し、申請により償還払いとなりま
す。

３.暫定プランについて

（１）暫定プランの取扱いについて
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 新規に要介護認定を申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する
場合

 要介護認定者が、区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを利
用する場合

 要介護認定者が、更新申請を行い認定結果が認定有効期間までに確定しない場合

暫定ケアプランの取扱いは、サービスの開始前に、居宅サービス計画届を必ず提出していることが
前提です。
提出忘れ等で月を跨いでの遡りは、受付できません。
見込みと違う結果が見込まれる場合は、要介護・要支援双方の居宅サービス計画書を提出した上で、
サービスを開始してください。
居宅介護支援事業所と地域包括支援センターで事前協議を行い、連携し対応出来るようにしてくだ
さい。（支援経過に記録）

【根拠法令等】介護保険法第４６条第４項

３.暫定プランについて

（２）暫定プランの作成が想定される場合
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認定結果が、暫定プランで設定した要介護度よりも低く認定された
場合、介護サービスに要する費用の全部又は一部が自己負担になる
場合があるため、予め利用者や家族に十分に説明してください。

３.暫定プランについて

（３）暫定プランの留意事項
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記入モレがないか再度確認。

変更の場合
契約日もしくはサービス開始日を記入

新規の場合
契約日もしくはサービス開始日を記入

居宅サービス等計画作成依頼届の注意点

以前、契約を結んでいたが一時的にサービス
を使っていない期間があったので、もう一度
届出書を提出しないといけないのか

一度契約が終了したのであれば、届出書の提
出は必要。
そのまま契約が続いているのであれば、届出
書の提出は不要。
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月を遡っての受付は出来ませんので、必ずサービス開始前に
届出をお願いします。



訪問看護師･訪問介護員がサービス提供をする際に、利用者やその家族から
暴力行為等で2人以上の訪問が必要なケースで利用者及びその家族の同意が
得られず、介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に加算相当額の一
部を補助します。

※対象ケースがあれば三木市介護保険課までお問合せください。

４. ２人以上の職員による訪問サービス提供時の費用の一部補助について

（１）補助金申請の流れ

事前協議

（利用者の状況確認）
交付申請 実績報告

※随時、現況報告書の提出により利用者の状況確認を行います。
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迷惑行為 じっと見つめる、にらむ、必要以上に接近する、盗撮行為

暴言 訪問者等への悪口、侮辱

過大なクレーム
威嚇など激しい口調で問い詰める、過度に金銭や謝罪、サービス
提供等を要求するなど社会通念上過大と考えられるクレーム

ストーカー行為 事業所等への押しかけ、頻繁な電話、メール等

セクシュアルハラ
スメント

ボディタッチ、わいせつ発言等

脅迫 殴る、暴力性

暴力行為 素手又は物によって殴る、蹴る、物を投げつける等

器物破損行為 故意に訪問者の者を壊す、汚す等

４. ２人以上の職員による訪問サービス提供時の費用の一部補助について

（２）補助対象となる暴力行為の例
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区分 補助単価

訪問看護
（介護予防を含む）

看護師等による
複数名訪問

３０分未満 ２,５４０/回

３０分以上 ４,０２０/回

看護師等と看護補助者による
複数名訪問

３０分未満 ２,０１０/回

３０分以上 ３,１７０/回

訪問介護
（介護予防を除く）

訪問介護による
複数名訪問

２０分未満 １,６３０/回

２０分以上３０分未満 ２,４４０/回

３０分以上１時間未満 ３,８７０/回

４. ２人以上の職員による訪問サービス提供時の費用の一部補助について

（３）補助単価について

補助単価

看護師等による複数名訪問 ３０分未満 １回

２,５４０円×２/３≒１,６９０円

１,６９０円を事務所へ補助（１０円未満切り捨て）

例

※負担割合・・・県１/３ 市１/３ 事業所１/３

11



市ホームページにて、介護事業所からよくある質問を掲載しています。

 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/30/2791.html

【組織でさがす➤介護保険課➤介護保険サービス事業所の方へ】

５.Ｑ＆Ａについて12



市ホームページにて、居宅介護支援事業所者の運営における届出等について掲載しております。

 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/30/2791.html

【組織でさがす➤介護保険課➤介護保険サービス事業所の方へ】

６.各種届出について
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☎０７９４-８２-２０００（代表）

🕐８：３０～１７：００（土日祝除く）

※重要事項説明書等に記載される三木市介護保険課の情報は上記を
ご参照ください。

７.三木市介護保険課お問い合わせの連絡先14
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８.兵庫県からのお知らせ

R６兵庫県集団指導資料より


